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平成 31 年 3 月 15 日 

 

法医中毒研究会会長 久保 真一 

 

第 8 回法医中毒研究会セミナー開催にあたって 
 

 法医中毒研究会では、日本法医学会全国集会時に、法医鑑定における薬毒物分析に関

連した事例について幅広く議論する勉強会を開催しております。 それと並行して、薬

毒物分析マニュアルに即して、薬毒物分析業務全般から各物質の分析方法に至るまでよ

り実践的、専門的に学ぶことを目的としたセミナーを定期的に開催しております。 

第 8 回法医中毒研究会セミナーは下記の通り、世話人を福岡大学の Waters 先生にお

願いし、大阪で開催いたします。本セミナーでは「薬毒物検査を実施する機関に求めら

れるもの」というテーマでザルツブルグ大学のケラー教授に「アルコール検査の精度管

理」についてご講演頂きます。併せて、現在、法医学会法医中毒ワーキンググループで

検討中である「法医中毒登録薬物検査機関」について会員の皆様に紹介するとともに、

「薬物検査機関登録への今後の予定」についても説明させて頂きます。 

法医中毒研究会では、死因究明のための薬毒物分析の充実、発展を目指して、薬毒物

検査マニュアルの整備、質量分析のデータベースの提供、薬毒物分析実施機関（人材・

機器）の確保を目指して活動しております。これまで、薬毒物分析マニュアルに即して、

薬毒物分析業務全般から各物質の分析方法に至るまでより実践的、専門的に学ぶことを

目的としたセミナーを定期的に開催して参りました。今回は、薬毒物分析実施機関（人

材・機器）の確保について、皆さまと一緒に考えてみたいと企画しました。 

この機会に薬毒物分析実施機関（人材・機器）について理解を深め、業務の発展、改

善等に役立ててくださればと思います。 
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第 8 回法医中毒研究会セミナープログラム 

 

「薬毒物検査を実施する機関に求められるもの」 

 

日 時： 平成 31 年 3 月 15 日 (金) 13:30～16:30 頃 

会 場： 株式会社 島津製作所 関西支社 

大阪市北区芝田 1 丁目 1-4 

阪急ターミナルビル 14 階 

 
【開会の挨拶】    (13:30～13:40)  

法医中毒研究会会長  久保 真一 先生 (福岡大学)  

 

【セミナー 前半】 

座長  斉藤 剛 先生 (東海大学)  

 

1. 法医中毒登録薬物検査機関について          (13:40～14:10) 

久保 真一 先生 (福岡大学) 

 

2. 薬物検査機関アンケートのまとめ  (14:10~14:20) 

矢島 大介 先生 (国際医療福祉大学) 

質疑応答     (14:20～14:30) 

 

【休憩】         (14:30～14:45) 

【セミナー 後半】 

 

座長   工藤 恵子 先生 (九州大学) 

Brian Waters 先生 (福岡大学) 

 

3. アルコール検査の精度管理  (14:45～16:15) 

Prof. Thomas Keller 先生 (ザルツブルグ大学) 

質疑応答     (16:15～16:30) 
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【お知らせ・その他】 (16:30～) 

 

 

情報交換会      (17:30～) 

   Cafenne (カフェーヌ) 

大阪市北区芝田 2－5－12 長岡ビル B1F・1F 

        TEL 06-6372-5414 

    セミナー会場から徒歩 6 分程度、JR 大阪駅から徒歩 3 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換 

島津製作所 
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参考資料 1 

 

法医中毒登録薬物検査機関規程（案） 

 

第１条 法医中毒登録薬物検査機関で行う薬物検査は、法医解剖による死因究明のた

めの薬物検査であり、剖検例から得られた血液、尿等の体液、胃内容、吐物、臓器、

毛髪等を試料として行われる薬物検査（定性・定量）とする。 

 

第 2 条 大学法医学教室（注 1）に所属する日本法医学会会員は、登録薬物検査機関

の登録を申請することができる。 

 

第 3 条 登録薬物検査機関の登録を受けようとする大学法医学教室（注 1）は、法医

中毒登録薬物検査機関規程で定めるところにより、手数料を納付して、日本法医学会

理事長（以下、理事長）に登録の申請をしなければならない。 

 

第 4 条 理事長は、第 3 条の規定により登録を申請した大学法医学教室が、別表 1 に

掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 

   

区分 機械器具 実施者 人数 

アルコール検査 1. ガスクロマト

グラフ 

1. 理科系の大学の過程を卒業し

た者で、博士の学位を有する

者、またはそれと同等以上の

者で、1年以上薬物検査の業務

に従事した経験を有する教員

であること。 

2. 理科系の大学の過程を卒業し

た後、1年以上薬物検査の業務

に従事した経験を有する者で

あること。 

3. その他、3年以上薬物検査の業

務に従事した経験を有する者

であること 

２名 

ま た は

１名 

（1 名の

場合は、

実 施 者

条件の 1

を 満 た

す者） 

薬物検査 1. 分 光 光 度 計

（注２） 

2. ガスクロマト

グラフ 

3. 高速液体クロ

マトグラフ 

4. ガスクロマト

グラフ質量分

析装置 

5. 液体クロマト

グラフ質量分

析装置 

 

1) 機械器具条件 4、5 の設備のうち、両方を有している場合は、登録薬物検査機関 A、

いずれかのみを有している場合は、登録薬物検査機関 B とする。 

2) 実施者条件 1 を有する者がいる場合は、登録薬物検査機関 A、2、3 の者しかいな

い場合は、登録薬物検査機関 B とする。 

3) 次に掲げる薬物検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。 

① 専任の管理者を置くこと（注 3）。 

② 薬物検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 

③ 毎年、分析精度管理検査を受審すること。 

④ 毎年開催される、法医中毒勉強会、法中毒セミナーのいずれかには参加するこ

と。 

 

２ 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 
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1. 登録年月日及び登録番号 

2. 登録薬物検査機関である大学法医学教室の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地 

 

第 5 条 登録検査機関の登録は、3 年間とし、その更新を受けなければ、その期間の

経過によって、その効力を失う。 

2 第 1 条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 

 

第 6 条 登録検査機関は、第 4 条に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、そ

の旨を理事長に届け出なければならない。 

２ 理事長は、別表 1 に掲げる要件を満たさなくなった場合は、その登録を取り消

す。 

   

注 1：大学法医学教室と同一大学内の別の部署で薬物検査実施している場合は、個別

に問合せ下さい。 

注 2：オキシメーターを含む 

注 3：機関の長を管理者とし、機関の長は、薬物分析の信頼性を担保できるようにす

る。 

 

 

 

――――― MEMO ―――――  
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参考資料 2 

 

法廷のための血中アルコール濃度（BAC）測定指針 

 

序文 

1966 年、連邦衛生委員会では専門家による交通犯罪における血中アルコール濃度の定

量に関する指針を策定した。その後、この指針は科学技術の状況に応じて、最高裁判所

の判決により数回変更された。 1997 年 10 月、指針は、ドイツの法医学会（DGRM）、

交通医学会（DGYM）および毒物ならびに法化学会（GTFCh）によってさらに改定する

よう勧告された。比較的緩い組織構造と報告の基準、および分析法の進歩により、ガイ

ドラインは 2007 年に改訂された。現在、2007 年 9 月の指針（Blutalkohol 44、273-

282）を基準にもう一度改定する必要がある。 

 

1. 一般的な背景 

血中アルコール濃度測定の目的は、法医学的目的のために、血中アルコール濃度の推

定値を決定することである。以下の目的のために、用語「アルコール」はエタノール

（エチルアルコール、CAS 64-17-5）を指すものとする。 

 

アルコール濃度の測定には常に、アルコールデヒドロゲナーゼ（ADH）法およびガス

クロマトグラフィー（GC）法を用いるか、あるいは２つの異なる GC 法を使用しなけ

ればならない。 

 

どちらの分析方法も、別々の機器と独立した専任技術者を使って、独立した検査（分析）

室で実行する必要がある。つまり、分析は検査（分析）室間をまたがって実行してはい

けない。各方法について、最初から測定が完了するまで、一人の人間によって行われな

ければならない。分業は許可されていない。測定値は手順の最後にのみまとめることが

できる。ただし、アルコール濃度の計算、評価および文書化は第三者によって行われる

場合がある。 

 

2.契約当局および目的 

契約当局は、裁判所、公的機関、その他の機関、または個人である可能性がある。血液

試料は、それぞれ刑事訴訟法または民事訴訟法の関連規定に従って収集、あるいはイン

フォームド・コンセントの後に自主的に提出することもできる。 

 

3.試料試料の取り扱い 

検査室は第 2 章に従って得られた血液試料を分析する。試料を受理した日付は文書化

されなければならない。血液試料は 2 人の許可された人によって開梱されなければな

らない。この過程を記録する必要がある。試料、包装、ラベルおよび/または付随する

文書の欠陥は慎重に文書化されなければならない。血液試料のラベルとそれに付随す

る文書は、一貫性を確認するために直ちに確認する必要がある。試料と一緒に送付さ

れた可能性のある契約当局の識別詳細および粘着ラベルは、目的通りに使用する必要

がある。さらに、実験室内部の試料識別システムを使用することができる。 

 

4.スタッフとスペースに関する要件 

4.1 スタッフ 
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研究室の長は、科学または医学の学位（卒業証書、修士、国家試験または同等の学

位）を取得する必要がある。法医学目的での分析を可能にするには、彼または彼女は

対応する法医学的資格の証明を提供する必要がある（継続教育）。さらに、継続的な

研修は、関連する研修コースへの定期的な参加によって裏付けられなければならな

い。技術担当者は、検査室分析の分野で資格のある職業訓練を受ける必要がある。法

医学分析の分野におけるさらなる訓練の証明が提供されなければならない。 

 

4.2 場所 

血中アルコール濃度の分析は、特別に指定された検査室でのみ行うことができる。揮

発性物質、特にアルコールを含む物質（イソプロパノールなどを含む）による血液試

料、標準物質、試薬および実験装置の汚染の可能性を排除することが不可欠である。 

2 つの分析方法は、2 つの独立した別々の検査（分析）室で実行する必要がある。 

 

5. 分析 

5.1 一般情報 

各方法は、2 つの独立した値から小数点以下 3 桁までを決定するために使用する必要が

ある。そのため、検査（分析）方法ごとに同じ容量または重量の試料を 2 回分注する必

要がある。どちらの方法も、通常の分析で使用する前に GTFCh 指針に従って検証する

必要がある。ただし、水性検量物質の有用性を確認する必要はない。 

 

5.2 GC 検査（分析）方法 

5.2.1 一般情報 

血中アルコール濃度のガスクロマトグラフ分析は、それぞれの研究室で確立された手

順を用いて行われる。校正と品質管理は指針の 6 章と 7 章に従って行われなければな

らない。 

 

内部標準物質として、血清／血漿中に通常は存在しない物質を血清／血漿試料に添加

しなければならない。血清／血漿中に通常存在する物質との干渉は排除されるべきで

ある。三級ブタノールは確立された内部標準物質である。質量分析による検出のため

には重水素化エタノール（水素／重水素交換＞2、重水素は酸素に結合していない）を

使用しなければならない。 

 

5.2.2 2 種類の GC 検査（分析）方法 

二つの GC 

5.2.2  2 種類の GC 検査（分析）方法 

以下の基準が満たされる場合、2 つの GC 検査（分析）方法は異なっているとみなさ

れる。 

 

・同じ検出器（たとえば水素炎イオン化検出器）を備えた２つの異なるシステム、た

だし、エタノールと内部標準物質に対する相対保持時間が異なることを保証する２

つの異なる極性カラムであること。予想される追加の物質（特に付随するアルコー

ルおよび内因性の揮発性物質、例えばケトン）による妨害は事前の検証によって排

除されなければならない。 

 

・２つのシステムと２つの異なる検出器（例えば、水素炎イオン化検出器と少なくと

も２つのイオンを記録する質量分析計）。 
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5.3 ADH 法 

血中アルコール濃度の酵素的測定は、それぞれの研究室で確立された方法を用いて行

われる。校正と品質管理は指針の第 6 章と 7 章に従って実行されなければならない。 

除タンパクが必要な場合（全血、溶血性血清/血漿の場合）は、同じ方法で 2 回行わな

ければならない。除タンパクした 1 つの試料からの複数回の分析は認められない。回避

効果が発生しないようにする必要がある。さらに、除タンパクを伴ういかなる方法につ

いても、別個の検証を実施しなければならない。 

 

6.キャリブレーション（検量線） 

検量線にはエタノール水溶液が使用されるが、その内容は製造元が保証する必要があ

る。 1 回または複数回の測定に最低 5 つの検量濃度を使用する。最低濃度は 1L あた

り 0.20：1.00：2.00 および 3.00 g エタノールである。ADH 検査（分析）方法とは

異なり、GC 検査（分析）方法のブランク値は、検量点として考慮されない。ADH 検

査（分析）方法で除タンパクした試料の場合は、同様に処理した水の標準溶液を使用

して検量線の作成を実行する必要がある。 

一連の分析ごとに、3 つの対照試料（低濃度、中濃度、高濃度、第 7 章を参照）がす

べて基準の範囲内でない限り、検量線作成をやり直す必要がある。基準の範囲内とな

ったら、作成した検量線を使用することができる。 

実試料の分析で最高の検量点（濃度）を超える値が得られた場合、希釈による結果を

決定するための手順を確立する必要がある。希釈（例えば、等張食塩水による）は、

両方の方法に対して別々に行われなければならないかもしれない。 

 

7.品質管理 

7.1 対照試料の測定に関する一般要件 

適切な血清/血漿試料は、検査室の内部品質管理に使用されなければならない。これら

は、認証された対照試料、または製造元によって保証されている基準濃度と信頼範囲

を有する試料である。信頼範囲は最大許容値（7.2 章による）を超えてはいけない。

そして法医学目的のために血中アルコール濃度を定量するとき、必要ならば実験室そ

れ自身によって基準を設ける必要があるかもしれない。対照試料は、元の試料の変動

性を反映する。従って、できるだけ多くのメーカーの試料を対照として使用する必要

がある。試験室で調整した試料は、アルコール分析の品質管理としては適切でない。 

 

少なくとも１つの陰性対照および２つの異なる陽性対照（それぞれ n=2）を、分析の

日毎または分析毎に分析しなくてはならない。陽性対照は低濃度（≦0.50 g / L 血清

または≦0.40 g / kg 全血）と途中で中間濃度（0.50～1.60 g / L 血清または 0.40～

1.29 g）と高濃度範囲（≥3.0 g / L 血清または≧2.43 g / kg 全血）を分析する。 

 

分析毎において、対照試料は少なくとも 10 個の実試料（20 回の単一測定）の後に挿

入されなければならない。各測定は対照試料で終わらなければならない。 

すべての品質管理は評価され文書化されなければならない。手順ごとに 2 つの測定値

を持つ管理記録用紙（表）を作成する必要がある。これを使用して、両方の方法の個々

の結果を評価する。分析記録用紙（表）には、濃度および分析方法ごとに最低 1 組の値

を入力する必要がある。 

 

7.2 合格基準 
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7.2.1 対照試料 

目標濃度（中心線）と最大許容偏差が管理記録用紙（表）に入力される。 1.000 g / 

kg 以下の全血または 1.236 g / L の血清の目標濃度で±0.05 g / kg（0.062 g / L）

の最大偏差が許容範囲内であると考えられ、> 1.000 g / kg 全血または 1.236 g / L

血清の最大許容偏差は±5％である。 

 

もし基準を超えた場合は、逸脱の原因を特定し、是正措置を講じる必要があり、必要

に応じては、すべての管理措置を含む一連のテスト全体を繰り返す必要がある。この

場合、試験報告書には反復試験分析の濃度のみを記入することができる。 

測定の不確かさは、GTFCh 指針に従って、必要に応じて決定することができる。 

 

7.2.2 実試料 

 

各試料について、2 種類の検査（分析）方法で個々の値の測定範囲を評価する必要が

ある。 

 

平均分析値≦1.000 g / kg 全血または 1.236 g / L 血清の場合、最高値と最低値の間

の最大差は 0.100 g / kg（0.124 g / L）が許容範囲である。平均分析値>1.000 g / 

kg 全血または>1.236 g / L 血清の場合、最大許容範囲は 10％である。 

 

8.外部品質管理 

 

外部の品質管理として、検査室は法医学的に関連する作業を網羅している法医学指針に

従って少なくとも 4 つの外部品質管理試験に参加しなければならない。5 章で述べてい

るように、品質管理試験の試料は通常の試料と同じ方法で分析する必要がある。従って

選択する検査試料は血清または血漿となる。品質管理試験に参加した証明書はいつでも

提出できるように用意しておかなくてはならない。 

 

9.血中アルコール濃度の算出と検査成績書 

 

アルコール濃度の定量は、試料が得られるかぎりは血清／血漿中で行われる。試験報

告書には全血中濃度が記入される。血清／血漿または全血中の水分含有量に従って、

血中アルコール濃度は、血清または血漿アルコール濃度に基づいて得られた結果を係

数 1.20 で割ることによって計算される。 mg / mL または g / L のアルコール濃度を

示す検量線溶液を使用する場合、濃度は、除数 1.03（血清の密度）を使用して、それ

ぞれ mg / g または g / kg に変換する必要があります。したがって、全体の除数は

1.236 となる。 

 

血清／血漿が得られない場合、分析は全血中で行われなければならない。密度（全血）

を考慮に入れると、除数 1.06 を使用して mg / g または g / kg に変換する。ヘッドス

ペース法で希釈した試料を使用する場合（最低 4 倍希釈）、蒸気圧の上昇に対する補正

係数を考慮する必要はない。 

 

計算された全血中アルコール濃度は、小数点第 2 位以下にカットする必要がある。 4

つの個々の濃度の平均値が計算され、小数点第 2 位以下を切り捨てる。 
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すべての個々の値およびそれらの平均値は「パーミル」（血液 1kg 当たりのエタノー

ルのグラム数）で報告されなければならない。検量線の最低濃度より低い濃度（検出

限界以上で検量点の最低濃度以下）が得られた場合は強調して示す必要があります。 

 

試験報告書は、逸脱／異常を示し、分析が現行の指針に従って行われたこと、さらに

外部品質管理試験に合格していることの証明書が分析時に利用可能であることを示さ

なくてはいけない。  

 

10.文書の保存要件 

すべての診断レポート、測定値プロトコル、および品質管理記録用紙（表）は最低 6

年間保存する必要がある。 

 

11. 試料の保持 

検査試料は、分析用の試料採取が終わった直後に閉じなければならない。実験室で受領

した試料へのいかなる種類の物質の添加も許可されていない。血液試料はすぐに 4℃の

冷蔵庫に保管しなければなりません。追加分析または潜在的な付随物質の分析のために、

血清/血漿は残りの試料から分離され、分析が完了後-15°C で可能な限り保存されるべ

きである。ラベリングを含むこの手順は、2 人目の人物の存在下で実施、確認、文書化

する必要がある。法的に有効な指示で指定されていない限り、元の試料と分離された試

料は少なくとも 2 年間保存する必要がある。監督義務が、検査室責任者に委ねられてい

る。 

 

12.データ保護 

それぞれの契約当局も情報の所有者である。適切なデータセキュリティ対策を実施す

ることによって、独立した第三者が保護された情報を受け取らないようにする必要が

ある。これは、BAC 値だけでなく、特定の人の試験材料が受理されたという事実につ

いても同様である。すべての従業員は書面でデータ保護について知らされる必要があ

る。 

 

13.品質管理 

研究所の長は、これらの指針の規定が常に遵守されていることを確認しなければなら

ない。これには、法医学目的で DIN EN ISO 17025 の要件に準拠した品質管理シス

テムの実装が必要である。 

 

14.発効 

本指針は雑誌 Blutalkohol に掲載された日に発効するものとする。同時に、2007 年 9

月の指針は無効になる。以前に適用されたガイドラインに基づいてこれらの指針が発効

する前に法医学目的で血中アルコール濃度を定量した人は誰でも、1 年の経過期間でそ

のような試験を実施し続けることができる。 
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参考資料 3 

 

ザルツブルグ大学法医学研究所 中毒部門 標準操作マニュアル（SOP） 

ヘッドスペースガスクロマトグラフィー（FID）によるエチルアルコールの定量 

 

 

内容：    

1 目的                                                              

2 試験の原理                                                        

3  試験材料                                                          

3.1 妨害要因                                                         

3.2 保存                                                              

4  分析システム                                                      

4.1 分析装置ならびに据え付け                                           

4.2 試薬、標準試料                                                   

4.3 その他の消耗品                                                    

5  Quality control                                                    

6  試験方法 

6.1 試薬と標準溶液の調整                                             

6.1.1 THF 溶液（内部標準溶液）の 

調整 

6.2 検量線の作成 

6.3 ピペット操作                                             

6.4 シーケンスの作り方                                        

6.5 結果の評価                                                       

6.6 評価および公表基準   

7  本分析の限界                                                     

8  関連文書  

9  文献 

 

 

1 目的 

血清、全血、尿、体液ならびに水溶液中のエタノールを水素炎イオン化検出器付きヘ

ッドスペースガスクロマトグラフィー（Headspace-GC-FID、装置 FT_GE_053、

FT_GE_057 と FT_GE_064）で定性、定量することで、飲酒の確認あるいは非飲酒

の証明を行う。 

 

2 試験の原理 

ガスクロマトグラフィー（GC）は、移動相および固定相への分布または吸着の繰り返

しによる成分の分離に基づいている。移動相は常にガス、いわゆるキャリアガスで構

成され、固定相は分離カラムである。 

 

ヘッドスペース：サンプルオーブンでガス状にされた分析物は分析システムに導入さ

れる。（一定時間後、分析物は溶液中と上の蒸気空間との間で平衡に達し、一定量の

ガスが自動シリンジによって GC へ導入される）。揮発性物質は、さらにカラムの材

質との相互作用を受け、カラムに保持されて分離される。 

 

分離カラムを通過した後、ガスの流れは FID（水素炎イオン化検出器）に入る。FID

の原理は、2 つの電極間の（水素を燃料ガスとして使用して）オキシ水素炎の伝導率

を測定することである。分析される物質は、キャリアガスの流れを介して水素炎に運

ばれ、そこで熱的にイオン化される。イオン化中に放出された電子は（炎の周りの格

子を介して）集められ、接続されたデータシステムによってピークとして記録され
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る。得られたクロマトグラムはシグナルの時間経過を反映しており、各ピークは試験

材料中に存在する物質を表す。ピーク面積は、それぞれの濃度を決定するために使用

される。 

 

3 試験材料 

血清、全血、ホモジナイズした血液の塊、尿、その他の体液、水溶液、固体組織 

 

3.1 妨害要因 

腐敗試料の分析は妨害ピークの出現により難しい場合がある。 

 

3.2 保存 

FT_VA_002_PROB 参照：サンプルの確認と取扱いを中毒学教室に依頼すること。  

 

4 分析システム 

4.1 分析装置ならびに据え付け 

FID 付き Head Space-GC システム 

希釈装置 

FT_AA_018_etoh 参照 

 

4.2 試薬、化学製品、標準物質 

蒸留水 

Tetrahydrofuran（THF） 

エタノール標準水溶液：0.1 – 0.2 – 0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 –5.0 g/L 

Quality control (QC) sample: ACQ Science などで購入 

 

4.3 その他の消耗品 

20 mL ガラスバイアル 

セプタム N20 付きクリンプキャップ 

 

5 Quality control 

1 回のシリーズの分析に正確さ(accuracy)と精密さ(Precision)を評価するために QC

サンプル (Medichem 社あるいは ACQ サイエンス社のもの)を必ず分析する。陰性コ

ントロールとしてブランク血清を分析する。 

 

6 試験方法 

6.1 試薬と標準溶液の調整 

6.1.1 THF 溶液（内部標準物質）の調整 

FT_AA_008 THF 溶液の調整を参照のこと 
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6.2 検量線の作成 

検量線の濃度範囲：0.1 – 0.2 – 0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 –5.0 ‰エタノール 

内部標準物質（THF）の濃度 0.04 g/L 

 

エタノール濃度の測定には何も添加していない血清を用いる。 

しかし、結果は 1.2 の除数を使用して全血中アルコール濃度に換算して報告する（法

的に要求されているので）。そして、それは全血（91%）と血清（76%）の水分含有

率の比に相当する。 

検量線は、水溶液にエタノールをパーミル（‰、mg/g または g/kg）単位の濃度で添

加したものを用いて作成する。血漿の密度である 1.026（g/L から g/kg への転換）

と上記全血の 1.2 の除数を考慮すると除数は 1.236 になる。  

 

血清を用いて得られたエタノール濃度はソフトウェアの検量線の表に入力すると、た

だちに全血中アルコール濃度に換算されて出力される。血清サンプルの結果は、もは

や変換する必要はない。全血を用いて得られた結果は 1.16 倍、尿を含むすべての水

溶液で得られた結果は 1.236 倍する。 

血液が溶血している場合は、血清は分離せず全血のまま測定する。  

 

 

EtOH in 

g/L 

0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

EtOH 

in ‰ 

0.0809 0.1618 0.4045 0.8090 1.6181 2.4271 3.2362 4.0453 

 

 

6.3 ピペット操作の手順 

200 µL の標準溶液または試験サンプルは 1000 µL の内部標準溶液（THF）と共

に、20 mL のヘッドスペースバイアルにハミルトン Microlab 500 Series Dilutor

（FT_BA_007 Micr Hamilton Microlab 使用説明書参照）を用いて導入する。 

最初が検量線サンプル、続いて 0.5 g/L の対照試料、10 人分の患者の試料 (n=2)、

対照試料（1.1 あるいは 3.0 g/L, n=2）を分析する。測定の最後に対照試料（1.1

あるいは 3.0 g/L, n=2）と陰性試料としてブランク試料を分析する。対照試料の選

択は、付加的である。 

（work リスト FT_FB_039 ヘッドスペース-GC によるアルコールの定量参照） 

 

6.4 測定結果の作り方 

測定は、分析一覧に従って文書化される。その中にはロット番号、名前と試料の種類

が含まれる。測定を始める前に、測定者名とデータ・パス（D：\YYYY\YYMMDD）

を入力する。  

 

6.5 結果の評価  



 

15 

クロマトグラフィー分析の完了後、データはピーク面積によって定量的に評価され

る。まず、自動プログラムによって実行された積分が正しいかどうか目で見て評価す

る。基質による妨害成分が検出された場合は、ベースラインを手動で引き直す。それ

ぞれの事例について得られた濃度は、対応するフォーム（FT_FB_010 アルコール判

定）に手動で入力され、ケースファイルに追加される。 

 

6.6 評価および公表基準 

 

以下の条件が達成されると、分析結果が公表される。 

・相関係数が 0.98 を超えている。 

・それぞれの QC サンプルの濃度が指定された範囲内にある（「法医学的目的のため

の血中アルコール濃度の定量に関する GTFCh 指針」によって規定された範囲） 

・分析対象物と内部標準物質の保持時間が仕様と一致している。 

 

患者サンプル： 

4.04‰を超えるサンプルは希釈して再測定する必要があるため、報告される値は

<4.04‰である。 

1.00‰以下の平均分析値では、最低と最高の個々の結果の間の最大許容差は 0.10‰

です。 

1.00 を超える分析値の場合、最大許容差は 10％です。 

評価のために、2 種類の方法で得られた全血中アルコール濃度（n=4）を平均する。

結果は、丸めなしで、小数点以下 2 桁で報告する。 

 

7 分析法の限界 

検証レポートを参照 

 

8 関連文書 

 

9 文献 

 

――――― MEMO ――――― 
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第8回法医中毒研究会セミナー 2019/3/15

薬毒物検査を実施する機関に求められるもの

法医中毒登録薬物検査機関
について

久保 真一
福岡大学医学部法医学教室

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University
2011年
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Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

死因究明

法医解剖・組織学的検査 薬毒物検査
CO・アルコール検査

生化学検査 死後画像検査

血液・DNA検査プランクトン検査

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

死因究明

法医解剖による、死因究明の質の保証
１．執刀医の確保
２．執刀医の教育・研修
３．執刀医の資格
４．解剖に伴う各種検査の実施
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Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

死因究明

法医解剖・組織学的検査 薬毒物検査

司法解剖標準化指針

法医認定医・指導医

法医認定医研修施設

研究業績目録報告

解剖実績等報告

認定法医トキシコロジスト

法医中毒登録薬物検査機関

分析精度管理検査を受審

薬毒物検査マニュアル＊

セミナー・勉強会の実施

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

なぜ、法医中毒登録薬物検査機関が必要なのか

死因究明を支える薬毒物検査体制の充実が叫ばれて
久しい。
2008年に、薬毒物検査（分析機器検査・定性・定
量検査）が、司法解剖に関わる検査（予算）項目と
なり、10年が経過した。
この間に、
薬毒物検査を支える、人材・機器・検査料のうち、
検査料に支えられて機器の充実は図られてきた。
しかし、人材については、正規常勤教職員の削減が
進みつつある。

ヒト モノ カネ
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Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

なぜ、法医中毒登録薬物検査機関が必要なのか

薬毒物検査を支える、人材・機器・検査料が揃いつ
つある現在、薬物検査機関の登録制度を導入し、将
来に向けて、一層の充実を図ることを目指す。
また、
死因究明等推進基本法による、都道府県における死
因究明を支える薬毒物検査を担う組織づくりを目指
す。

ヒト モノ カネ

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

区分 機械器具 実施者 人数

アルコール検査
1. ガスクロマトグ

ラフ
1. 理科系の大学の過程を卒業した

者で、博士の学位を有する者、
またはそれと同等以上の者で、
1年以上薬物検査の業務に従事
した経験を有する教員であるこ
と。

2. 理科系の大学の過程を卒業した
後、1年以上薬物検査の業務に
従事した経験を有する者である
こと。

3. その他、3年以上薬物検査の業
務に従事した経験を有する者で
あること

２名
または１
名
（ 1名の
場合は、
実施者条
件の 1を
満 た す
者）薬 物 検 査

1. 分光光度計（注
２）

2. ガスクロマトグ
ラフ

3. 高速液体クロマ
トグラフ

4. ガスクロマトグ
ラフ質量分析装
置

5. 液体クロマトグ
ラフ質量分析装
置

法医中毒登録薬物検査機関
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Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

1. 機械器具条件4、5の設備のうち、両方を有し
ている場合は、登録薬物検査機関A、いずれか
のみを有している場合は、登録薬物検査機関B
とする。

登録薬物検査機関A
機械器具条件
４．ガスクロマトグラフ質量分析装置
５．液体クロマトグラフ質量分析装置

登録薬物検査機関B
４．ガスクロマトグラフ質量分析装置

または
５．液体クロマトグラフ質量分析装置

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

2. 実施者条件1を有する者がいる場合は、登録薬
物検査機関A、2、3の者しかいない場合は、登
録薬物検査機関Bとする。

登録薬物検査機関A
実施者条件
１．理科系の大学の過程を卒業した者で、博

士の学位を有する者、またはそれと同等
以上の者で、1年以上薬物検査の業務に従
事した経験を有する教員であること。

登録薬物検査機関B
実施者条件
２．理科系の大学の過程を卒業した後、1年以

上薬物検査の業務に従事した経験を有する
者であること。
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Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

3. 次に掲げる薬物検査の信頼性の確保のための措
置が執られていること。

① 専任の管理者を置くこと（機関の長）。

② 薬物検査の業務の管理及び精度の確保に関する
文書が作成されていること。

③ 毎年、分析精度管理検査を受審すること。

④ 毎年開催される、法医中毒勉強会、法中毒セミ
ナーのいずれかには参加すること。

Department of  Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University

分析精度管理検査

• 試 料：血液および尿に、エタノールおよび医
薬品等を添加した試料

• 検 査：定性および定量検査を実施し、その結
果を報告

• 方 法：薬毒物検査マニュアルを参考に検査を
実施する

法医中毒登録薬物検査機関については、現在、教
育研究委員会、理事会で審議されています。
制度の導入に備えて、各機関、各分析者には、制
度への理解とともに、分析精度管理に備えること
をお願いします。
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薬物検査機関アンケート結果の報告

第8回 法医中毒研究会セミナー

日本法医学会教育研究委員会法医中毒ワーキンググループ
矢島大介(国際医療福祉大学医学部法医学)

 研究教育機関及び監察医務機関における
薬毒物分析の現状把握
・人員
・実施状況

 法医薬毒物分析の将来展望
・人員確保
・質の担保
・認定資格(機関・分析者)

【目的】
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 アンケート実施時期：2019年2月

 対象機関：全国92機関
・大学法医学及び関連分野(90機関)
・監察医務機関(2機関)

 方法：各機関責任者にメール添付にてア
ンケートを依頼

 回答機関：49機関(回収率53%)

【概要】

【Q1 各機関の薬毒物分析の人員 1】

11%

9%

18%

20%
4%

38%
教授

准教授

講師

助教

助手

技術職員

常勤･非常勤含めて108人と役職の内訳

薬毒物検査ができる教職員

いる機関 46機関 技術職員のみ6機関

いない機関 3機関
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10%

12%

8%

33%

31%

6%

薬毒物分析ができる1機関当りの人員数(49機関)

5名

4名

3名

2名

1名

0名

【Q1 各機関の薬毒物分析の人員 2】

※薬物分析の分析機器や物質、熟練度などは問わない。

【Q2 各機関での薬物検査の実施状況について 自機関か他機関依頼か】

47, 
89%

6, 
11%

エタノール

44, 
77%

13, 
23%

一般薬毒物スクリーニング

35, 
69%

16, 
31%

薬毒物定量検査

45, 
90%

5, 
10%

一酸化炭素検査

25, 
58%

18, 
42%

シアン

21, 
49%

22, 
51%

硫化水素

当機関

他機関

他機関への依頼
・20-30%程度が他大学
・70-80%が科捜研。

 一定の基本検査は自機関で可能であるが、複雑
な検査ほどその頻度は低下する。
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Q3 各貴機関で所有している薬毒物分析関連機器(49機関)

46, 24%

35, 18%

34, 18%

25, 13%

21, 11%

11, 6%
7, 4%

5, 3%
3, 2%

2, 1%
機器の種類と台数

GC
GC/MS
SP
LC/MS/MS
OxM
LC
GC/MS/MS
LC/MS
Oth
LC/TOF-MS

• GC,GC/MS、分光光度計は多くの機関が有している。
• LC-MS/MSとオキシメーターも半数程度の機関が有し、普及してきている。
※分析者のいない機関も含む

28, 60%
19, 40%

実施事例

全例 選択例

20%

80%

分析対象物質

EtOHのみ 腐敗も

37, 65%
17, 30%

3, 5%

腐敗指標の物質

n-prop acetone その他

38, 95%

2, 5%

分析機器

GC GC/MS その他

【Q4 エタノール検査について】

• 60%の機関で全例で実施
• 80%の機関で腐敗の指標となる物質も分析。
• 95%の機関はGCで分析し、ごく一部の機関はGC/MSを用いている。
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【Q5 解剖事例の一般薬毒物スクリーニング検査について 1】
簡易キット

19, 45%
23, 55%

簡易薬物検査実施例（42機関）

全例

選択例

21, 46%

13, 29%

4, 9%

3, 7%
4, 9%

簡易キットの種類

T

T+I

T+Oth

I

T+Oth

• 55%の機関で全例で実施

• ﾄﾗｲｴｰｼﾞのみが46%
• ﾄﾗｲｴｰｼﾞとｲﾝｽﾀﾝﾄﾋﾞｭｰが29%

【Q5 解剖事例の一般薬毒物スクリーニング検査について 2】
大型機器を用いた検査

15, 41%
22, 59%

分析機器検査の実施例（37機関）

全例

選択例

• 機器分析は59%の機関で事
例を選択して行っている。

• 全例検査でも選択事例検査でもGC/MSとLC/MS/MSを用いて検査を行っている機
関が多かった。

※ただし、2種の機器でダブルチェックを示しているものではない。

4, 37%

3, 27%
1, 9%

1, 9%

1, 9%

1, 9%

全例検査の使用機器

GC/MS_LC/MS/MS

LC/MS/MS

GC/MS

GC/MS/MS

GC/MS_LC/MS/MS_TOF/MS

LC/MS/MS_TOF/MS

18, 75%

3, 13%

2, 8%

1, 4%
選択例

GC/MS_LC/MS/MS

GC/MS

LC/MS/MS

GC/MS_TOF/MS
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【Q6 大型機器を用いたスクリーニング検査について】

27, 61%

17, 39%

分析メソッド

市販

独自

18, 53%

4, 12%

12, 35%

スクリーニング方法

標的

非標的

両方

37, 32%

33, 29%

26, 23%

16, 14%

2, 2%

分析対象物質

医薬品

違法

農薬

自然毒

その他

• 61%の機関では市販のメソッドを利用。
• 53%の機関ではターゲットスクリーニン

グであるが、両者を行っている機関も
35%あった。

※分析対象物質については、各機関の対象
物質はここからはわからない。
32%の機関が医薬品にチェックをいれてい
る。

【Q7 薬物定量検査について 1】
定量方法

2, 5%

30, 71%

10, 24%

薬物定量検査
絶対検量線法

内部標準法

標準添加法

13, 41%

11, 34%

6, 19%
2, 6%

標準血液 教職員
ヒト由来を購入
解剖検体
動物由来を購入

17, 52%

8, 24%

6, 18%
2, 6%

標準尿
教職員からの提供
血液の検量線を利用
解剖検体を利用
人由来を購入

12, 60%

8, 40%

標準臓器 血液の検量線を利用

解剖検体を利用

• 71%の機関が内部標準法を採用。
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【Q8 一酸化炭素分析について】

• オキシメーターと分光光度計は約半数。
• 分光光度計をもしいている場合、84%が文献値を利用。

29, 51%28, 49%

分析機器
分光光度計

オキシメーター

21, 84%

4, 16%

計算方法
文献値で計算

検量線作成

【Q9 シアン分析について】

• 13%の機関でチオシアン酸も分析。
• 分析法はピリジン・ピラゾロン法が最多であるが、その他の方法も採用さ

れている。

21, 87%

3, 13%

分析対象 シアンのみ
チオシアン酸も分析

8, 26%

6, 20%
6, 19%

5, 16%

5, 16%

1, 3%

分析方法
ピリジン･ピラゾロン法

検知管法

シアンテストワコー

GC

GC/MS

LC/MS
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【Q10 硫化水素分析について】

• 52%の機関でチオ硫酸塩も分析。
• 分析法は67%がGC/MSを用いていた。

10, 48%
11, 52%

分析対象
硫化水素のみ

チオ硫酸塩…

10, 67%

3, 20%

2, 13%

分析方法
GC-MS 鉛試験紙

検知管法

【Q15 検査体制について 1】

• 年間分析例数は150例程度が73%を占めた。
• 例数の多い機関では660例、770例、1200例があった。
※分析の種類は問わない。

14, 34%

16, 39%

4, 10%

3, 7%

4, 10%

年間分析例数

100未満

100-150

151-200

201-300

300超

5, 9%

16, 31%

18, 34%

5, 10%

3, 6%

5, 10%

機関当たりの分析人員

0名

1名

2名

3名

4名

5名

• 1機関当たりの分析人員は1，2名が65%であった。
※教員、技術職員などは問わない。

29



【Q15 検査体制について 2】

• 分析者1名当たりの分析事例数は50例未満が最多で39%、100例台、200例台
がそれぞれ27%であった。

• 最大は600例であった。
※分析の種類は問わない。

16, 39%

11, 27%

11, 27%

3, 7%

分析者1名当たりの分析事例数

50未満

50-100

101-200

200超

3, 7%

10, 23%

10, 23%7, 17%

13, 30%

分析時間

当日

数日

1週間

2週間

1月

• 分析時間の最多は一月程度であった。
• 簡易検査、一酸化炭素などは当日の機関が多かった。
※簡易検査等、当日に行うことが多いものは除く。
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Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

Japanese Association of Medico-Legal Toxicologists, Osaka, March 15, 2019

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
1

 9220 km
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SALZBURG AND UPPER AUSTRIA

UPPER AUSTRIA
(1.421.700 = 16.7 %)

SALZBURG
(536.400 = 6.3 %)

Population AUSTRIA : 8.488.500  
Population Salzburg + Upper Austria : 1.958.100 = 23 %

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

MEDICINE DNA FORENSIC  
TOXICOLOGY

1 CHEMIST / 4 CTAs

INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

INSTRUMENTATION

1 Autoanalyzer (AU480)

1 LC-MS/MS

5 GC-MSD

3 HPLC/DAD

2 GC/HS-FID

1 UV-SPECTROMETER

1 IMS
4

POST-MORTEM-
TOXICOLOGY

ANTE-MORTEM-
TOXICOLOGY OTHERS

FORENSIC TOXICOLOGY

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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POST-MORTEM TOXICOLOGY

BODY LIQUIDS
 URINE
 PERIPHERAL BLOOD
 HEART BLOOD
 STOMACH CONTENT
 BILE
 CEREPROSP. FLUID
 VITREOUS HUMOUR

 LIVER
 KIDNEY
 BRAIN
 MUSCLE

ORGANS

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

1. REGISTRATION

2. SAMPLE PREPARATION

3. SCREENING: 1. IMMUNOCHEMISTRY
2. GC-MS (acidic, basic, neutral)

4. ALCOHOL ANALYSIS

5. CO-Hb or other Special Analyses

6. QUANTITATIVE ANALYSIS: GC-MS ; LC-MS/MS
HPLC-DAD

7. WRITTEN EXPERT OPINION

8. SAMPLE STORAGE AT -30°C FOR 1 YEAR

JUSTICE TOXICOLOGYAUTOPSY
BODY FLUIDS / ORGANS

POST-MORTEM TOXICOLOGY

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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ANTE-MORTEM TOXICOLOGY
PERIPHERAL BLOOD

URINE , HAIR
Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

1. REGISTRATION
2. SAMPLE PREPARATION
3. SCREENING: 1. IMMUNOCHEMISTRY

2. GC-MS (acidic, basic, neutral)

4. ALCOHOL ANALYSIS
5. QUANTITATIVE ANALYSIS: GC-MS ; LC-MS/MS

HPLC-DAD
6. WRITTEN EXPERT OPINION
7. SAMPLE STORAGE AT -30°C FOR 2 YEARS

POLICE /  
INSTITUTIONS TOXICOLOGY

"BLUE BAG"
BLOOD / URINE

ANTE-MORTEM TOXICOLOGY

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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REGISTRATION

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

CASE FORM

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

36



PRE-ANALYSIS

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

PRE-ANALYSIS
Ante-Mortem Toxicology Post-Mortem Toxicology

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

37



SAMPLE STORAGE AT - 20 °C

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

SAMPLE STORAGE AT + 4 °C

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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FOR 2  
YEARS

SAMPLE STORAGE AT - 30 °C

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

ETHANOL

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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• Ethyl alcohol is produced by the fermentation of
monosaccharides (e.g. glucose, fructose), disac-
charides (e.g. maltose, sucrose) or starch (e.g. bar-
ley, rice, corn)

• Distillation of the resulting ethanol leads to further
concentration

• Causes for intoxication:  
drinking excesses  
drinking bets  
psychological crises  
suicidal intentions

OCCURENCE AND CAUSES FOR INTOXICATION

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

ABSORPTION, DISTRIBUTION, ELIMINATION

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

• Alcohol is absorbed into the general circulation from the stomach
and upper small intestine.

• Absorption is completed no earlier than 20 min or 120 min after
drinking.

• Carbonated beverages accelerate absorption, since CO2 bubbles
released in the stomach irritate the mucous membrane and pro-
mote blood circulation.

• Ethanol is highly water soluble and does not distribute well to all
body tissues (fatty tissues) after absorption from the gastroin-
testinal tract.

• Alcohol degradation by the liver starts shortly after drinking, i.e.
already during the absorption phase.

• The degradation rate ("beta60") ranges from 0.10 ‰ to a maximum
of 0.20 ‰ per hour.

• 2-3% are excreted via the lungs, 1-2% via the kidneys. The majority
is metabolized in the liver.
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ALCOHOL METABOLISM

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

ACUTE NEUROLOGICAL DEFICITS

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

> 3.5
4.0-5.0

BAC [‰] Neurological deficits

3. first motoric problems (difficulties with walking)
4. slightly restricted field of vision
5. limit of driving and roadworthiness (in Germany)
6. slight speech disorders, delays in response time
7. slight nystagmus (involuntary eye movements)
1.0 moderate state of intoxication
1.4 strong intoxication, limit of coordinated movement
2.0 strong clouding of consciousness, impairment of

memory
alcoholic anaesthesia
lethal limit concentration
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PHARMACOLOGICALLY INDUCED INTOLERANCE TO ETHANOL

• “lime nitrogen disease" in farm workers, caused by spreading
of calcium cyanamide (Ca=N-CN) in combination with alcohol
consumption

• extreme reddening of the skin on head, shoulders and chest

• sensation of heat

• severe headache

• general indisposition

• heart palpitations with simultaneous decrease of blood pres-
sure (even circulatory collapse)

• increased breathing frequency

• symptoms persist as long as ethanol is distributed throughout  
the body

• similar symptoms occur in workers who come into contact
with the vulcanization accelerator tetraethylthiuram disulfide
(disulfiram) during the polymerization of rubber.

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

BLOOD ALCOHOL ANALYSIS

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

• Greatest evidential value, from a forensic per-
spective

• Specific detection methods
(ADH + GC Headspace; 2 x GC Headspace)

• Methodical and practical errors are insignifi-
cant

• Analysis is easily repeatable, if necessary
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BLOOD ALCOHOL ANALYSIS

WIDMARK:

beta60 :

t :

c(t) : Presumed blood alcohol concentration at time t

A : Quantity of absolute alcohol consumed [g]  

KG : Body weight [kg]

r : Volume of distribution [L/kg]

(male: r = 0.7 ; female: r = 0.6)  

Elimination rate per hour [g/h]

Time from the start of consumption to actual  
event

KG r 60ct  beta t

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

ISO / IEC 17025:2017
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ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing
and calibration laboratories is the main ISO standard used by
testing and calibration laboratories.

ISO/IEC 17025 is the standard for which most labs must hold
accreditation in order to be deemed technically competent.

In many cases, suppliers and regulatory authorities will not accept
test or calibration results from labs that are not accredited.

ISO/IEC 17025 requires continual improvement.

Accredited labs will be expected to keep abreast of scientific and
technological advances in the relevant areas.

ISO/IEC 17025 allows laboratories to carry out procedures in their
own ways, but an auditor may require the laboratory to justify
using a particular method.

ISO/IEC 17025 is the basis for accreditation from an accreditation
body.

Third party auditing of the lab is normally carried out by the
national organization responsible for accreditation.
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ISO / IEC 17025試験・校正機関の力量に関する一般要求事項
は、試験・校正機関が使用する主要なISO規格です。
ISO / IEC 17025は、ほとんどのラボが技術的に適格であると見
なすために認定を取得する必要がある規格です。

多くの場合、供給者および規制当局は、認定されていない試験
所からの試験または校正結果を受け入れないでしょう。
ISO / IEC 17025では継続的な改善が求められています。
認定ラボは、関連分野における科学的および技術的進歩に遅れ
ないようにすることが期待されます。
ISO / IEC 17025では、検査室は独自の方法で手順を実行する
ことができますが、監査人は検査室に特定の方法を使用するこ
とを正当化するよう要求することがあります。
ISO / IEC 17025は、認定機関による認定の基盤です。
ラボの第三者監査は、通常、認定を担当する国内組織によって
行われます。

ISO / IEC 17025:2017

GUIDELINES EtOH-ANALYSIS
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GUIDELINES EtOH-ANALYSIS

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

GUIDELINES EtOH-ANALYSIS
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GUIDELINES EtOH-ANALYSIS
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SOP EtOH-ANALYSIS
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SOP EtOH-ANALYSIS

!
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0.2 mL SAMPLE

1.0 mL ISTD (THF)

ALCOHOL-SAMPLE PREPARATION
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EtOH STANDARDS & CONTROL SAMPLES

ACQ Science GmbH  
Etzwiesenstrasse 37

D- 72108 Rottenburg-Hailfingen  
Germany

phone:  
fax:  
email:

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

+ 49-7457-946930
+ 49-7457-9469369
info@acq-science.de

ALCOHOL-SAMPLE PREPARATION

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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PE CLARUS 680 GC/HS-SYSTEMS

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

GC CLARUS 680
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GC CLARUS 680 SYSTEM 1 SYSTEM 2

Column
Stabilwax-DA

(60 m; 320 µm ID; 0.5 µmdf)  

(RESTEK)

DB-1701
(60 m; 320 µm ID; 1.0 µmdf)  

(AGILENT)

Carrier Gas N2 5.0 N2 5.0

Split Flow 5 mL/min 5 mL/min

Initial Setpoint 100 kPa 2.5 mL/min

Temp-Progr. (9´) 60 °C
(1´) 80 °C – 25 °C/min  120 °C (0.8´) –

12 °C/min  200 °C

Split on on

Injector Temp. 100 °C 100 °C

Detector A FID FID

Detector Temp. 250 °C 280 °C

H2 Flow 45 mL/min 45 mL/min

Air Flow 450 mL/min 450 mL/min
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HS 110
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HS 110 SYSTEM 1

Stabilwax-DA

SYSTEM 2

DB-1701

Oven Temp 66 °C 66 °C

Transfer Line 100 °C 120 °C

Needle Temp 100 °C 100 °C

Vial Thermost. Time 15.0 min 15.0 min

Pressurize 2.0 min 2.0 min

Withdraw 1.0 min 1.0 min

GC Cycle 10.0 min 15.0 min

Inject 0.03 min 0.03 min

Vial Vent on on

Column Pressure 120 kPa 200 kPa

THF (ISTD)  
RT: 6.30 min

EtOH:  
RT: 7.70 min

THF (ISTD)  
RT: 4.15 min

EtOH  
RT: 3.42 min

Stabilwax-DA
(isotherm)

DB-1701
(Gradient)

Real Case: 1.53 ‰ EtOH

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at
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GOOD Calibration curve

Calibration: 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 ‰
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BAD Calibration curve

Calibration: 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 ‰
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NICE Calibration Curve again!

Calibration: 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 5.0 ‰
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EXTERNAL QUALITY CONTROL

• EtOH : Alcohol
• BTM : Illicit Drugs in Serum
• UF : Drugs in Urine
• QSA : Quantitative Screening Analysis (S+U)
• BZF : Benzodiazepines in Serum
• STM : Substitution Drugs in Serum and Urine
• TCA : Tricyclic Antidepressants
• TDMA : Therapeutic Drug Monitoring

ARVECON GmbH / GTFCh:

PROFICIENCY TESTING

Prof. Dr. Thomas Keller  Institute of Forensic Medicine  Ignaz-Harrer-Str. 79  5020 Salzburg  Austria  thomas.keller@sbg.ac.at

Mr. Michael Herbold
ARVECON GmbH
Kiefernweg 4
D- 69190 Walldorf  
Germany

phone: +49-6227-6909170
fax: +49-6227-6909179
email: info@arvecon.de
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CERTIFICATE FOR EtOH
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ACCREDITATION ISO 17025
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COOPERATION !!!

I can do
things you cannot!

You can do
things I cannot!

TOGETHER we can do
great things!

Mother Teresa

VERY IMPORTANT TODAY
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COOPERATION PARTNERS
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どうもありがとうございます
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